
上越市公共施設等総合管理計画に
基づく取組の対応（案）

１ 公の施設の適正配置について
２ 公の施設の適正管理について
３ 公の施設の受益者負担の適正化について

令和８年２月１０日
財務部 資産活用課



Ⅰ 上越市公共施設等総合管理計画に基づくこれまでの取組

上越市では、平成27年度に策定した「上越市公共施設等総合管理計画（それ以前は行政
改革推進計画等）」に基づく取組として、次の取組を継続的に実施

１ 公の施設の適正配置

➢ 合併前の市町村では、小中学校や行政庁舎などの基礎的サービスを提供する施設、生活の質を
向上させる文化・スポーツ施設、地域活性化のための観光・農林水産業施設などをフルセット
で整備

➢ 市町村合併以後、施設の老朽化、利用者数の減少、市民ニーズの変化などを踏まえ、定期的に
機能集約による施設の統合や設置目的を達成した施設を休廃止

➢ 市町村合併時に約1,000あった施設数は、令和7年4月時点で612施設まで減少したが、老朽化や
利用者の減少が進む中で、機能集約が進んでおらず未だ多い状況

２ 公の施設の適正管理

➢ 集会施設やスポーツ施設などの開館・閉館時間は、市町村合併時に、原則として合併前上越市
の施設を基に統一

➢ 以後、施設の利用状況等を踏まえ、随時、開館・閉館時間、休館日、管理手法（職員常駐、指
定管理者制度の導入）などを見直してきたが、統一的な見直しは進んでいない状況

３ 受益者負担の適正化

➢ 施設の使用料等は合併後3年以内に調整、減免基準は合併前上越市に統一
➢ 以後、適正な受益者負担になるよう、定期的に見直しを実施しており、今回の見直しはその一

環（前回の見直しは令和２年度）



Ⅱ 公の施設に関する現状、問題、対応方針
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現状 問題等

類似施設を
多数保有

施設利用の分散
⇒ 施設稼働率の低下
⇒ 維持管理経費の増加

施設の建設
から年数が
経過

施設・設備の老朽化、施設機能の陳腐化
⇒ 投資修繕・維持管理経費の増加
⇒ 利用者数の減少、使用料等の減少

人口の減少、
趣味の多様
化

利用者数の減少
⇒ 施設稼働率の低下
⇒ 使用料等の減少

物価高騰、
労務費上昇

投資修繕・維持管理経費の増加

市財政状況
の悪化

一般財源の減少
⇒ 全ての施設を維持するのは困難

受益者負担
の不均衡

維持管理経費に対する受益者負担割合の低下
⇒ 施設未利用の市民を含む税負担の増

減免適用の拡充による利用者間負担の不均衡
⇒ 減免利用と非減免利用の差の拡大

施設面での
まちづくり
の不透明

残す施設（機能）ではなく、廃止する施設を検討
将来的に存続する施設（機能）が不明確
適正配置等の取組に対する市民感情への配慮

働き方改革
の推進

施設管理従事者への配慮
⇒ 週休１日以下の施設も多数ある

対応方針

【公の施設の適正配置】
・基礎的サービス施設（集会施

設やスポーツ施設等）
…施設機能の集約、休廃止

・政策的サービス施設（温浴・
宿泊施設、観光施設や農業体
験施設等の地域振興施設等）
…設置効果が低下している施
設等を休廃止

※将来的に必要な施設は存続す
るまちづくりの観点での取組
（地域振興・コミュニティの
維持に留意）

【公の施設の適正管理】
・開館時間や休館日の見直し
・管理人常駐の見直し

【公の施設の受益者負担の適
正化】
・使用料等の見直し
・減免基準の見直し



Ⅲ 公共施設等総合管理計画に基づく取組
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人口減少など社会経済情勢が変化する中にあって、本市では類似施設を多数保有してい
るほか、類似のサービスを提供する民間施設の進出等により、当初の目的と異なる利用実
態となっている施設や、有効な利活用に至っていない施設を抱えており、また、その対応
策が十分に図られていないことから、「将来負担の軽減」を念頭に、次の視点を持って取
り組むこととする。

➢ 市民ニーズ（利用動向・利用実態）を踏まえつつ、施設（建物）の性能だけではなく、施設
の本来目的・サービス・機能に着目し、人口や財政規模などを考慮した最適な量と質の確保
の観点から、将来の施設面でのまちづくり（施設配置の在り方）を見据えた適正配置を行う。

【公の施設の適正配置】

➢ 老朽化等により施設の機能維持が困難になった場合や地域社会の状況変化によって施設の必
要性が著しく低下した場合は、その時点で関係者と協議し、改めて施設の方向性を検討する。

【公の施設の適正配置】

➢ 存続させる施設については、利用実態にあわせた開館時間や休館日の設定、施設職員の常駐
の必要性を検討し、サービスの低下を最小限に抑えた上で、最大限の効率的な管理運営を行

う。【公の施設の適正管理】

➢ 施設の運営及び管理に係る費用は、施設利用者の使用料等で一部が賄われているが、その大
半は施設を利用しない人を含む市民全体の税により負担されていることから、受益と負担の
公平性や公正性を確保し、市民から理解が得られる合理的な使用料等の設定を行う。

【公の施設の受益者負担の適正化】



Ⅱ 公共施設等総合管理計画に基づく取組の対応（案）

１ 公の施設の適正配置

使い続ける施設や機能を検討。残すべき機能でも可能な限り使い続ける施設に集約。
使い続けない施設は休廃止や民間の利活用を検討。総合管理計画に基づく取組により、
使い続ける施設の長寿命化等に要する費用を捻出

⑴ 令和８年度

前期計画（令和３年度～７年度）で取組が遅延の施設の休廃止を検討

⑵ 後期計画（令和９年度～12年度）

政策的サービス施設を中心に、基礎的サービス施設であっても当初の設置目的と異なる
施設や有効な利活用に至っていない施設のほか、市民にとって必需性が相対的に低く、財
政寄与度が大きい施設（現在及び将来的に経費負担が大きい施設、費用対効果が低い施設、
市街化区域内にあり民間利活用が可能な施設など）を抽出し、休廃止等を検討

⑶ 次期適正配置計画（令和13年度以降）

将来（20年後）を見据えた基礎的サービス施設の抜本的な機能集約
検討に当たっては、令和９年度以降に地域の皆さんと複数年かけ、十分な協議を行い、

各地域の将来を見据えて使い続ける施設や機能集約を検討



【公共施設等総合管理計画に基づく取組の対応（案）】
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「第4次上越市公の施設の適正配置計画（令和3年度～令和12年度）」における配置
バランスの（圏域別の配置を検討）のイメージ

施設の適正配置を検討するに当たっては、施設の用途や機能、利用圏域（施設の利用者の居
住地域）等を踏まえ、該当するカテゴリーの各施設を「広域拠点施設」、「市域拠点施設」、
「地域圏拠点施設」、「生活圏拠点施設」、「コミュニティ圏拠点施設」に区分します。
また、それぞれの区分において、各カテゴリーにおける施設の配置バランスの検討を行いま

す。
「地域圏拠点施設」及び「生活圏拠点施設」については、地域のまとまりや居住状況のほか、

カテゴリーごとの施設の配置状況等を踏まえ地域区分を設定します。



２ 公の施設の適正管理

利用実態（需要）にあわせた施設の開館時間や休館日、管理手法の見直し（サービス水
準の低下の回避や管理運営に従事する施設職員等の時間外労働の上限規制や年次有給休暇
の取得などの働き方改革を考慮）

➢ 施設の開館時間は９時～21時を基本とする。屋外施設は日の出から日没までを基本とする。
➢ 休館日は週休２日、最低でも週休１日を基本とする（近隣の施設と休館日の設定をずらし、

一定のエリアで利用可能な施設があるように配慮）。
➢ 平日昼間や夜間などの稼働率が低い時間帯や、冬期間等の閑散期は、休館を検討する。
➢ 施設職員等の常駐の必要性を検証し、予約制や鍵管理の導入により非常駐化を検討する。

３ 公の施設の受益者負担の適正化

⑴ 使用料等の見直し（医療費や保育料等、法令で定められているもの等は除く。）

「公の施設使用料等の算定に係る基本方針」に基づく定期的な使用料等の見直し（激
変緩和は原則1.5倍以内、貸館施設やスポーツ施設などの基礎的サービス施設は、利用
者の負担増に配慮し1.1～1.2倍）

➢ 市内の同種同様の機能を有する施設で価格差が大きい場合は、平準化も検討する。
➢ ただし、前項の市内施設の平準化や他市町村の類似施設の使用料との価格差が大きい場合

などは、これを超える改定額の設定も検討する。

⑵ 減免基準の見直し

適正配置、適正管理、使用料等の見直しを踏まえ、関係者(減免対象者)と協議を開始



Ⅲ 三つの取組（令和9年度開始）のスケジュール（案）

適正配置 適正管理 使用料

令和
7年度

R8.2 市議会所管事務調査で各取組の基本的な考え方を説明

R8.3～ 地域協議会や利用者向けに基本的な考え方を説明

令和
8年度

R8.4～ 関係者と協議

R8.7～ 地域協議会へ諮問答申 地域協議会へ報告

R8.9～ 地域協議会へ説明 条例改正議案を提案 条例改正議案を提案

R8.10～ 利用者への周知 利用者への周知

R8.12～
市議会所管事務調査で
計画案を報告
パブリックコメント

R9.2
市議会所管事務調査で
後期計画を説明

令和
9年度

R9.4 後期計画の取組実施 適正管理の取組実施 使用料等の見直し
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